
岩手県医療局管理規程第 10号                                                

 岩手県立病院等放射線障害予防規程を廃止する規程を次のように定める。 

  平成 22 年３月 31日 

                                         岩手県医療局長 田 村 均 次  

岩手県立病院等放射線障害予防規程を廃止する規程 

岩手県立病院等放射線障害予防規程（昭和 61年岩手県医療局管理規程第 6号）は、廃止する。 

  附 則 

 この規程は、平成 22年４月１日から施行する。 
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